
（結果公表様式）

東御市市営合葬式墓地整備の方針（案）に対する

パブリックコメントの結果について

１ 募集の概要

２ ご意見の提出状況と対応区分

※表中の提出者数は、１人で複数の意見を提出している場合があるため、実際の提出者

数（10人）と一致しません。

件 名 東御市市営合葬式墓地整備の方針（案）について

意見の募集期間 令和６年２月 15 日（木）～３月 15日（金）

意見の受付方法 ながの電子申請、電子メール、ファックス、郵送、担当窓口へ直接

意見の周知場所 市報とうみ、市ホームページ、市役所本館、北御牧庁舎、総合福祉セ

ンター、中央公民館、市民ラウンジ、滋野コミュニティーセンター、

祢津公民館、和コミュニティーセンター

結果の公表場所 市のホームページ

提 出 状 況 (1) 提出者数 10 人 (2) 提出意見数 52件

実 施 機 関 東御市市民生活部生活環境課生活安全係

電話：0268-64-5896 ファックス：0268-63-6908

電子メール：seikan@city.tomi.nagano.jp

区分 内容 提出者数 意見数

Ａ ご意見の趣旨が既に反映されているもの。 １ １

Ｂ ご意見を反映させるもの（または修正したもの）。 １ １

Ｃ ご意見を反映することはできないが、今後の参考とするもの。 12 24

Ｄ

ご意見を反映できないもの。

・法令等で規定されており、市として実施できないもの。

・実施主体が市以外のもの。

・市の方針に合わないもの。など

- -

Ｅ その他のご意見（質問、感想等）。 ３ 26

計 17 52



３ ご意見の内容と市の考え方について

番号
意見の内容・要旨 市の考え方 反映区

分

１

・市営墓地は、行きやすい場所に設

置していただきたい、また、墓地を

決めていない若い方にも必要な施

策と考える。

・今後の参考とさせていただき

ます。
C

２

・10 年から 20 年間、個別埋蔵し合

葬を行う、また、樹木葬を検討して

はどうか。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

３

・方式について、管理費に差をつけ

てもよいので混合型と、個別収納型

を選択できるように要望する。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

４

・20 年から 30 年後には合葬される

方式で、コンパクトな整備を要望す

る。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

５

・定期的に供養の式典の開催、また、

イベントやマルシェ開催するのは

どうか。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

６

・追加での建設を考え、山城跡、児

童館や保育園跡地などを活用して

はどうか。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

７
・土葬を行わないことを明記しては

どうか。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

８

・可能な限り窓口を広くし

東御市の開かれた施設として経営

することを要望します。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

９
・個別埋蔵場所と共同埋設場所の併

設を要望します。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

10

・先進地の状況を十分調査検討さ

れ、市民に安心できる市営墓地を整

備してください。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

11
・一般の方も入れるロッカー式も併

設してはどうか。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

12

・公園的で静かな所となると「明神

池」の近くに広い場所がありますが

どうか。

・ご意見として承ります。

E



13

・選定地要件で、市有地と限定する

ことに違和感を覚える。

・選定要件は、「市有地を基本と

する」とさせていただいておりま

す。

A

14
・収容体数500～700体に対し3,000

㎡という規模は十分でない。

・今後の参考とさせていただき

ます。
C

15

・パブリックコメントの閲覧及び配

布に実施要領が添付されていない。

実施要領の添付を提案する。

・追加で添付させていただきま

した。 B

16

・終活支援の政策を先行し、その後

に合葬式墓地の整備を実施すべき

ことを提案する。

・ご意見として承ります。

E

17

・「近年は、少子高齢化や核家族変化

に伴う家族観の変化等により」に続

くのは「福祉的な施策を取組み、市

民の安心に寄与する」であることを

目的にすることを提案したい。

・今後の参考とさせていただき

ます。

C

18

・市営合葬式墓地の整備以前に「当

市における終活の取組みについて」

まず先に実施することを提案した

い。

・ご意見として承ります。

E

19

・民業を圧迫しないかの検討がなさ

れていないので、調査・検討し結果

を記載することを提案したい。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

20

・資料「１これまでの経緯」につい

て、旧東部町において、「研究委員

会」、「アンケート調査」で検討した

経過、建設断念等の結果を記載する

ことを提案したい。

・ご意見として承ります。

E

21

・資料「１これまでの経緯」につい

て、検討した経過、建設断念等の結

果を記載することを提案したい。

・ご意見として承ります。

E

22

・資料「１これまでの経緯」につい

て、「市民まちづくり会議」からの提

案書の内容を記載することを提案

したい。

・ご意見として承ります。

E

23

・資料「１これまでの経緯」につい

て、「市民まちづくり会議」の属性、

構成員、検討経過の記載を提案した

い。

・ご意見として承ります。

E



24

・資料「１これまでの経緯」「東御市

墓地のあり方検討員会」の設置の目

的、構成員について記載することを

提案したい。

・ご意見として承ります。

E

25

・資料「１これまでの経緯」につい

て、墓地建設を要望した「市民まち

づくり会議代表」を委員に委嘱する

のは、墓地のあり方検討委員会の運

営・提言について疑義を残したこと

の記載を提案したい。

・ご意見として承ります。

E

26

・資料「１これまでの経緯」につい

て、「東御市墓地のあり方検討委員

会」の提言書の内容を記載すること

を提案したい。

・ご意見として承ります。

E

27

・資料「１これまでの経緯」につい

て、「東御市市営合葬式墓地建設庁

内検討委員会」の設置経緯、検討経

過及び内容を記載することを提案

したい。

・ご意見として承ります。

E

28

・資料「１これまでの経緯」につい

て、「東御市まちづくり審議会」に諮

問し、答申を得る」以前に「東御市

市営合葬式墓地建設庁内検討委員

会」を設置したことは市営墓地の建

設を決定していることを示す。この

ことの記載を提案したい。

・ご意見として承ります。

E

29

・資料「１これまでの経緯」につい

て、「東御市市営合葬式墓地整備の

方針（案）」策定までの「庁内検討委

員会」の経緯を記載することを提案

したい。

・ご意見として承ります。

E

30

・「東御市墓地に関する市民アンケ

ート」の分析について、市営墓地建

設を結論とした根拠について記載

することを提案したい。

・ご意見として承ります。

E

31

・「東御市市営合葬式墓地整備の方

針（案）」策定、パブリックコメント

の実施は恣意的と判断せざる得な

いことを提案したい。

・ご意見として承ります。

E



32

・「東御市墓地に関する市民アンケ

ート」の集計結果報告について

墓地の取得希望「問６」で、9割は

不要だと回答している。「問 14」で

「現在探している」は 7人で、これ

を取得予定者の比率とすること、

17.1％とすることはできない。回答

者全体の比率1.69％で1.7％とする

こと。墓地の取得を希望している実

数は7人であることの確認を提案し

たい。

・ご意見として承ります。

E

33

・「東御市墓地に関する市民アンケ

ート」の集計結果報告について

「問 16」「市営霊園」希望を 61.0％

とすること、「問 17」「合葬式墓地・

納骨堂」希望を 46.3％とすることは

10％の内の希望割合であることか

ら問題であることを提案したい。

・ご意見として承ります。

E

34

・「東御市墓地に関する市民アンケ

ート」の集計結果報告について

「問 18・問 18-2」選択項目・人数・

構成比表を記載すべきである。

回答者全員か、墓地取得希望者か不

明であり、その割合で示すことは問

題である。

・ご意見として承ります。

E

35

・「東御市墓地に関する市民アンケ

ート」の集計結果報告について

「問 19-2」68 人で 20.2％とあるが

回答者全体中の希望者として捉え

て 16.5％とすることを提案したい。

・ご意見として承ります。

E

36

・「東御市墓地に関する市民アンケ

ート」の集計結果報告について

「問 20-2」71 人で 23.5％とあるが、

樹木葬合葬式墓地についてどう考

えるか肯定的回答者のみの中の希

望者 23.5％を採用することはでき

ない。回答者全体中の希望者として

捉えて 17.2％とすることを提案し

たい。

・ご意見として承ります。

E



37

・少子化や高齢化で頼れる親戚がい

ない人が増え、親族だけが担う仕組

みは破綻しているのであるから、単

身高齢者、夫婦のみ世帯への取組を

先に制度化すべきであることを提

案したい。

・ご意見として承ります。

E

38

・自治体の終活登録等の制度を整備

し、親族以外の第三者でも死後事務

手続きを実施でき、公的機関が見届

けるなどの新たな仕組みを整備す

ることを提案したい。

・ご意見として承ります。

E

39
・「１目的」の記載内容に至る経緯を

記載することを提案したい。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

40
・「２使用要件」の記載内容に至る経

緯を記載することを提案したい。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

41

・「３選定地要件」、3,000 ㎡等の根

拠に至る記載することを提案した

い。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

42

・「４施設概要」の記載内容に至る経

緯、さらに予算規模を記載すること

を提案したい。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

43
・「整備期間」の記載内容に至る経緯

を記載することを提案したい。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

44
・「今後の予定」の内容に至る経緯を

記載することを提案したい。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

45
・「２使用要件」（１）の者を一概に

判定することは難しいと思う。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

46

・「２使用要件」（２）と（３）は重

なるように思う。使用要件は不十分

と考える。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

47

・「２使用要件」（３）の者は、「自分

が死んだとき」遺言等で契約を結

び、自分の遺骨の行先として申し込

みができるという解釈か。

・ご意見として承ります。

E

48
・「２使用要件」（３）の者が申込み

を行い、引き継いだ墓を持っていた

・ご意見として承ります。
E



場合、将来誰も維持管理しなくなる

墓についての責任の放棄を認める

ことになりますか。

49
・「２使用要件」（４）の表記は漠然

としているので、例を示されたい。

・今後の参考とさせていただき

ます。 C

50

・収容体は骨壺に入った遺骨か、ま

た、使用要件には使用料や管理費、

減免や利用期間の定について明記

していただきたい。

・今後の参考とさせていただき

ます。
C

51

・建設費、維持管理費、収入見込み

等について具体的に示されたい。

・将来的に公設民営や民間委託等が

あるのかも示されたい。

・ご意見として承ります。

E

52

・資料１これまでの経過中にある

各委員会等の内容、記録等を示され

たい。

・ご意見として承ります。

E


